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【要旨】 高等学校で学ぶ障害のある生徒,特別支援学校高等部の生徒は年々増力日しており,支

援方法の検討や学習環境の整備が大きな課題になつている。インクルーシブ教育が指向され,特

別支援教育が本格的になった現在でも,進路の分断や「適格者主義」に基づく意識,学校の態様

の多様性などの問題が多く存在する後期中等教育独 自の課題をまず指摘した。

そうした状況の中で高等学校内への特別支援学校分教室設置の動きが全国的に拡大している

が,生徒の急増対策だけでなく,共同及び交流学習の「場」としての期待も存在している。本研究

では対象をこの分教室に設定し,そこで学ぶ生徒が他者との関わりの中で自己への認識と理解を

どのように構築していくのか,またその学びの場の特性とそれが生徒に何を及ぼしているかについ

て,生徒の語りと視点を通して描くことを試みた。

実践研究では,生徒に実施した学校生活の振り返りをテーマとした半構造化面接のデータをグ

ラウンデッド・セオリー・アプローチに基づいて分析,意味の解釈を行つた。その結果9個のカテゴ

リーが抽出され,カテゴリー間の関係の検討によって,「 "普通の学校"の希求」を背景としたさまざ

まな「集団に所属するための努力」,具体的には「周囲の支え」と「積極的な行動」をもとに「居場所

の確保」がなされる。このプロセスの中で多様な経験と評価を通して「自己の障害の理解」が形成

されていくというモデルが想定される。これは分教室が「自己を探索的に知っていくことができる環

境」として形成されていることを示唆している。自己の理解に「場」の果たす役割の一端を明らかに

し,効果的な支援とインクルーシブな学校環境構築のあり方の手がかりを得ることができたと考え

る。
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1 障害のある生徒の後期中等教育の諸課題

1.高等学校での特別支援教育を必要とする生徒の拡大

障害者を取 り巻 く社会環境を,イ ンクルージョンというキーワー ドなしに考えることは

もはや不可能になっている。各種の障害を含むさまざまな理由による「排除」から,羞異

を認めつつともに生きることをめざした「包摂」への流れとして社会の多方面で受け入れ

られてきたこの理念は,1994年の「サラマンカ声明」以降,学校教育の新たなテーマと

してとくに注目されてきた。障害のある児童・生徒が,校内の特別支援学級はもとより,

本人が必要 とする支援を受けながら通常の学級で学ぶ形態は,義務教育では現在広 く取 り

組まれていることは周知の通 りで,多様な形態で具体化 し成果を上げている。

高等学校においても知的障害や発達障害など,障害のある生徒の在籍数が増加 している。

学校現場において障害のある生徒は,学校生活への適応 という場面で多 くの問題が表面化

して くる。例えば生徒指導においては問題行動や不登校 。引きこもりと障害の関連性につ

いて近年議論が活発化 してお り,新たな対応方法の構築が模索されている。さらに進路指

導でも高等教育への接続や社会生活への移行にもさまざまな困難があることが予想され,

キャリア発達支援 と適切な進路指導が強 く求められている。このような新たな課題への対

処方法 として,2007年度より始まった特別支援教育の観点ならびに実践が,高等学校で

も現場の喫緊の課題 として位置付けられるようになってきた。

2.分離と統合の考え方をめぐって

(1)統合とインクルージョン

障害のある生徒の学校でのインクルージョンを考える場合にまず注目すべき点は,「特

別支援学校 。学級」と「通常の学校・学級」の対立 という視点の問題である。これは「分

離」と「統合」,さ らには「排除」 と「包摂」の対立 という単純な対応 ととらえられるこ

とも多い。これには「発達保障論」 と「共生・共学論」の論争が複雑に関連 し,イ ンクル

ージョンについて, とりわけ教育の分野での共通理解が進んでいない。このように障害観

や障害者の処遇に対する歴史的な経緯 とさまざまな理念が交錯 した結果,イ ンクルニシブ

教育という用語についてもさまざまな文脈の中で多様な理解 と定義が行われてきた。

統合保育の研究に基づいて浜谷 (2009))は ,統合を「子どもが場を共有して共に行動

し,お互いにコミュニケーションして相互に影響 し合っている状態」,分離は「特定の子

どもと多 くの子ども力湖Jの場で生活 している状態」 とした。またインクルージョンを「一



人一人の子どもの意見が対等・平等に尊重されて子どもたちの生活のあり方が決定される

こと」,排除は「多数の子どもの意見や立場が尊重されて子どもたちの生活のあり方が決

定され,特定の子どもの意見は尊重されないこと」とした。

この分離―統合,イ ンクルージョンー排除という交差する2つの軸を考え, これらによ

ってA「参加状態」B「共存・独立状態」C「ダンピング状態」D「隔離・孤立状態」の

4つの状態を想定した。これによるなら,統合場面であっても必ずしも参加状態であると

は限らず,ダンピング (投げ込み)状態である場合もあり得る。またインクルージョンに

ついても,それが指すのは参加状態だけではなく,別の場所にいることを選びつつも相互

に関心を持ち肯定的な影響を及ぼし合うとする共存・独立状態も含んでいることである。

こうした「統合はインクルージョンをそのまま保証しない」という興味深い見解,すな

わち一人ひとりの子どもの意見が対等・平等に尊重されない限り,場を共有してともに行

動していてもインクルージョンとはいえず,む しろダンピングであるとする考え方は非常

に示唆的である。学校での「統合された場の中で起きていること」への視点と分析を通し

て「インクルージョンの成否」を検討することが求められていると受け止められる。

(2)「場の統合」と「個の統合」

早くから統合教育に取 り組んできたスウェーデンでは,統合には2つの形態がみられる

(三文字。近藤(1997)a,二 文字(2009)3)。 まず「場の統合」とは,普通学校の敷地内に養

護学校を併設することをいい,いっ|ま う「個の統合」とは,障害児を普通学級に統合する

ことをいう。前者は生活の場や学習の場が区別のうえで存在していたものを極カーつに統

合することによって,差別的とされる状況をなくす動きであり,後者は障害児個人が集団

や社会に参加することを促進あるいは保証するために,個人に対する個別化された支援に

よつて同等の活動ができるようにすることであると言い換えることが可能である。

「個の統合」は今日の特別支援教育の目標とするものに一致する点が多い。これまでの

「特殊教育」においては,教育の目的を達成するためのイ効率"に重点を置いてきたため,

「場」を分離することが前提となってきたと考えられるが,特別支援教育への転換の過程

で"個別の教育的ニーズヘの対応"が中心課題となり,「個」への意識が高まっている。

3.障害のある生徒の後期中等教育と特別支援教育  、,

(1)高等学校の現状二支援の困難さとその背景
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高等学校での障害のある生徒の在籍数増加の原因としては,ま ず近年の発達障害概念の

定着と認知の拡大により,特別な支援の必要な生徒が増加したとみることが可能である。

しかし障害のある生徒の中学校卒業後の進路が, とくに知的障害の場合には特別支援学

校高等部に集中してきたことにも留意する必要がある。この障害の有無による高等学校と

特別支援学校高等部への分離,言い換えれば中学校から高等学校への移行場面での「能力

による選別」という実態が存在しているために,高等学校側では入学するのは原則的に学

力を中心とした選抜試験の合格者,つまり「適格者」であり,そ うである以上特別な配慮

や具体的な支援の必要性は高くない,と いう考え方が支配的であったのではないだろうか。

そのため現状はいわば「想定外」の事態に直面しているということもできよう。高等学校

での特別支援教育の拡大と定着を難しくする原因をここに見いだすことができる。

(2)特別支援学校高等部の教育目標と内容

|こ で知的障害のある生徒の後期中等教育について学習指導要領に基づいて概観する

と,ま ず養護学校高等部に係る最初の学習指導要領,「養護学校 (精神薄弱教育)高等部

学習指導要領 (昭和47年 )」 での教育目標は「高等部における教育については,(中略)生

徒の精神発育の遅滞や社会適応の困難性などを考慮し,次に掲げる目標の達成に努めなけ

ればならない。(中略)(2)生徒の将来の職業生活や家庭生活に必要な能力や態度を身に

つけさせること。」とある。この時点でまだ具体的な職業に関する教科についての規定は

ないが,と りわけ社会適応,職業教育に重点が置かれたことは注目される。次の「盲学校 ,

聾学校及び養護学校高等部学習指導要領 (昭和54年 )」 では,第 2節第 1款の中で「 5

学校においては,生徒の心身の障害の状態,地域や学校の実態等に応じて,勤労に関わる

体験的な学習の指導を適切に行うようにし,働 くことや創造することの喜びを体得させる

とともに望ましい勤労観や職業観の育成に資するものとする。」とあり,精神薄弱養護学

校を除いてではあるが,高等部における職業教育に関しての標準的教科・科目が明記され

た。続いて「盲学校,聾学校及び養護学校高等部学習指導要領 (平成元年)」 では,高等

部における職業教育の充実を図ることが基本方針の一つとなり,精神薄弱養護学校高等部

の職業に関する学科の新設に関する事項が明記されることとなった。「盲学校,聾学校及

び養護学校高等部学習指導要領 (平成H年 )」 では,職業的自立の推進を目的として,知

的障害養護学校における選択科目として「外国語」「情報」「流通・サービス」を新設した。

以上,学習指導要領を見る限りにおいて,早い時期から社会適応ひいては職業教育が教
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育課程の中心にあった。障害者を取 り巻 く社会情勢の変化すなわちノーマライゼーション

の拡大 とそれに伴う障害者の社会進出の促進を反映しながらの改定を経て,現在のキャリ

ア教育の重視に至るまでこれは変わっておらず,軽度知的障害生徒に対して職業教育を教

育課程の中心とする高等部単独の高等支援学校の設置に見られるように,就労への支援や

職業生活への接続を推進するという点ではその強化がいっそう進んでいると考えられる。

(3)障害のある生徒と高等学校

1979年 の養護学校教育の義務化を経て,障害のある児童生徒の学びの場の問題は常に

論争となり続けた。前項で述べたように,後期中等教育の中で特別支援学校高等部の目的

は,早 くから就労支援などに代表される社会との接続がその中心にあり,非常に明確であ

る。それらの目的を達成するためのイ効率"が 「場」を分離することに意味を与えたともい

える。これに対し, どのような障害のある生徒であっても普遍的な教育を受ける権利があ

ると強く主張する立場からは,学ぶ「場」の分離が前提となることや,職業訓練偏重とも

とれる教育目標そのものへの懐疑という視点からの批判が行われてきた。

他方,高等学校の態様は,そ の立地,学科や課程から生徒の学力に至るまで実際には非

常に多様である。それゆえにそれぞれへの進学が「本人の能力と適性に応じた」進路と見

なされることによって, とりわけ知的な障害のある生徒の進路として特別支援学校高等部

が固定的なものとして考えられてきたのではないだろうか。

さらに高等学校の多様さは,こ の期間における高等学校教育の全体的,統一的な目的を

見えにくくさせているという現状がある。これらの点で義務教育段階での統合もしくはイ

ンクルージョンとは別の課題が存在していると考える。

今後さらに高等学校で学ぶ障害のある生徒が増加し,そ の支援を検討する際に,さ らに

障害のある生徒の「個の統合」及び効果的な支援を進めようとするのであれば,高等学校

側に障害のある生徒も共有できる「目的」が明確であることが必要であると思われる。

4.障害のある生徒の学びの現状一「場所」の問題から

(1)特別支援学校高等部の大規模化・施設狭陰化への対応

知的障害特別支援学校では高等部への入学者の急増に伴い,学校の大規模化と施設の狭

除化が急速に進んでいる。この背景として,近年の特別支援教育の広がりと認知によって,

個への支援に対する期待と,生活技能の向上や就労支援などのより具体的なニァズが,生



徒本人や保護者,中学校に高まっていることがまず指摘できるであろう。別の見方をすれ

ば,高等学校への進学を希望 しても学力による選抜試験があることによって容易に入学で

きないことはもとより,特別支援教育がまだ整備途上の高等学校ではそれらの期待やニー

ズに対応する十分な体制が現状では保証できないこと,同時に高等学校現場で根強 く残る

「適格者主義」に基づく生徒支援観の結果であるとの見方も可能である。鈴木(2010)つ は

この状況を「学校教育の排除」という言葉で指摘した。

大規模化・施設狭俗化への対応策としては,①特別支援学校高等部の新設,②職業教育

に特化した教育課程を持つ高等支援学校の設置,③高等学校の校舎内もしくは同一敷地内

への特別支援学校分校・分教室の設置,の大きく3つの方法があり,各地の実情に合わせ

ながら取り組みが進められてきた。それぞれの目的は,①については包括的な入学者の増

加への対応,②はとくに軽度の障害のある年徒の学びの場の創設及び就労ニーズヘの対応

であるが,本研究で注目するのは③の高等学校に分校 。分教室を設置する動きである。

(2)高等学校への特別支援学校分校 。分教室の併設一そのねらい。意義・効果

富永・平賀(2007)Dは ,2004年に実施した全国の教育委員会への質問紙調査によって高

等学校への特別支援学校分校・分教室設置 (位置的統合)の現状,意義と問題点などを考

察した。また書岡・富永(2011)の では同じく全国の教育委員会への質問紙調査を2010年に

実施,2004年調査との比較のうえで詳細な検討を加えている。これによれば,2010年時

点で高等学校内に特別支援学校分校 。分教室が設置されているのは44校であった。これが

2014年の柳本(2014))の 報告では,19の道府県に76校へと増加している (追補表-1)。

その立地も都市部の高等学校から島嶼部の高等学校まで多様である。分教室設置に早くか

ら積極的に取り組んできた神奈川県には,現在20校の高等学校に知的障害特別支援学校

の分教室が設置されている。また静岡県では10校,大阪府では6校に設置されている。

高等学校に分校 。分教室を併置もしくは設置する理由として,①連携による交流及び共

同学習の推進,②インクルーシブ教育の推進,③特別支援学校の大規模化・狭陰化の解消,

④両校の生徒・保護者・教員へのよい影響と変化の期待などが挙げられている
助
。少子化

に伴う高等学校余剰教室の有効活用と増加する特別支援学校高等部生徒への対応,通学時

間の短縮などの教育行政的なメリットと同時に,障害のある生徒と健常の生徒の日常的な

交流によるインクルーシブ教育の推進を積極的な意義として認めていることは注目され

る。「場所」を同じくする,あ るいは近づけることで日常的な交流の機会と深化の可能性



がより高まること,「交流及び共同学習」の場 としての可能性の大きさが,高等学校内に

設置することの意義であるとみることができる。この観点より,学びの場が高等学校 と特

別支援学校高等部に大きく三分されてきた後期中等教育の課題の再検討が必要である。

5。 まとめ

以上概観 してきたように,障害のある生徒, とりわけ知的障害,発達障害のある生徒の

後期中等教育の現状にはさまざまな課題が存在する。現実に少なくない数の発達障害・知

的障害のある生徒が高等学校に在籍 しており,ま た今後その数の増加が見込まれる。また

特別支援学校高等部の大規模化・施設狭除化も当面は解消されないであろう。何より両者

の間には「場」の違いのみならず教育目標の違いが著 しいため,前に述べた特別支援学校

高等部教育の方向性 との間で,そ の整合性についての整理も必要である。こうした中で,

2007年度より始まった特別支援教育がめざすものを「個」の統合 とみるならば,これま

で数多 く議論されてきた義務教育段階での統合教育,イ ンクルーシブ教育 とは異なる後期

中等教育独自の課題 としての視点が重要になる。今後教育の場でのインクルージョンを進

展させる際に,障害の有無に基づ く「学びめ場」の違いを前提として「場」と「個」を対

立的に考えるのではなく,個への支援を行ううえで場がどのような意味を持っているのか

についての検討と,それに基づく具体的な支援が求められている。

次専からは特別支援学校高等部の分教室を一例として,そ の現状とそこで学ぶ生徒の姿

を通して,障害のある生徒の後期中等教育の課題を以上の問題意識に即して検討する。

‖ 特別支援学校分教室における実践研究一生徒の語りをもとにした学びの場の分析

1.研究対象校の特別支援学校分教室の位置付け

(1)制度の概要と設置の経緯一大阪府の教育政策

大阪府では2006年度より,高等学校で知的障害のある生徒が学ぶ制度である「知的障

がい生徒自立支援コース」を制度化し,「 ともに学び, ともに育つ」教育の推進を進めて

きた )。 現在大阪府立高校 9校 と大阪市立高校 2校に設置されている。これとは別に府立

高等支援学校の分教室である「共生推進教室」が2010年度より高等学校 4校に設置され

た。前者は高等学校に定員とは別枠で入学する形態をとるため,両者には学籍上また教育

課程上の違いがある。2015年度当初に新たに高等支援学校が 1校開校し,同時に高等学

校内分教室が 2校に開設される。大阪市にも高等支援学校が 1校新設される。これら自立
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支援校及び共生推進校のノウハウを,高等学校における支援教育力の充実,校内支援体制 ,

仲間づ くり,教科指導,教育課程編成の工夫などに活用することも事業化されている
の
。

応募資格 として療育手帳の所持が要件であり,入学者選抜は学力検査を課さず,中学校

からの推薦書,調査書及び本人の自己申告書を資料 として,「高等学校で共に学ぶ意欲」

を面接によって判断することで実施 している。各年度 l校あたりの定員は 3名である。関

心と期待の大きさは概ね平均 して 2～ 3倍 という志願倍率に表れている。

他県 との比較で大阪府の共生推進教室の最も顕著な特徴は,他県の分教室の多 くが同一

敷地もしくは同一校舎内にありながらも行事や特定の授業など場面を限定 した交流 という

形態をとるのとは大きく異なり,分教室の生徒でありながらも高等学校の学級に所属 して,

日常的に同じ学習と生活の場を共有し,多 くの時間を共に過ごしていることである。高等

支援学校で学習する日,学級を離れて学習する時間以外の活動や学校行事のほとんどが同

じ場 と時間において進められていることが大きな特徴である。また部活動、の参加も保障

され,高等学校での選手登録のうえで各種大会への参加が可能である。

(2)教育課程と授業の形態

共生推進教室の教育課程は特別支援学校高等部学習指導要領 (知的障害)に基づくが,

前述のように高等学校の授業に参加する時間もあるため,高等学校の科目を特別支援学校

の教科に読み替えている。また高等支援学校本校に通学しての学習が週 1日 あり,他の設

置校の分教室生徒と共に実習を主体とした授業に参加している。自立活動の時間は特設の

時間設定や内容の指導ができる授業科目の読み替えによって設定している。

授業形態は,①学級または選択講座を単位とした高等学校生徒と同じ場所での学習,②

学級を離れ抽出による分教室生徒のみの小集団もしくは単独での学習,③設置校を離れ本

校での学習,の 3つの形態がある。それぞれの割合については各設置校により違いはある

が,週 30時間のうち概ね①が半分程度,②が 1/4程度,③が 6時間となっている。

(3)生徒支援の状況

共生推進教室は特別支援学校の分教室であるために,教員が学級数に基づく定数として

配置されており,そ の数は設置校あたり3学年で 5～ 6名である。この教員は特別支援学

校籍であるが,設置校に勤務する高等学校籍の教員とともに相互に兼務辞令が発令されて

おり,分教室生徒の指導に直接携わることが可能である。この点も大阪府の特徴といえる。
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生徒の指導は個別の教育支援計画ならびに個別の指導計画に基づいて実施されており,

これは特別支援学校とまったく同様である。具体的な支援としては,外部人材を「学習サ

ポーター」として配置し,授業に入り込み授業参加の促進や放課後活動を担当している。

福祉や労働分野の外部機関との連携も進んでおり,本校からの援助や特別支援学校のセ

ンター的機能の活用を通して地域の資源との接続 ◆連携を図っている。

(4)研究対象校の特徴

研究対象校は前述の高等支援学校の分教室である共生推進教室が設置されている高等学

校の一つである。この制度のもと,知的な障害のある生徒が基本的な学校生活の場を高等

学校に置き,日常的な生徒間の交流と学習,週 1回の高等支援学校での職業に関する学習,

企業など実社会での職場実習 (就業体験)な ど,多様な学習場面が準備されている。総合

学科高校であるため,多様な選択科目の中から興味・関心や能力に即した授業を選択でき

る状況がある。また学校として「産業社会と人間」の時間などを利用して生徒自らの将来

の方向性や進路の選択を考える学習機会や行事が数多く設定されているが,共生推進教室

の生徒にもこれを利用して同一の課題に取り組むことを求め,進路への意識は生徒共通の

課題であることを常に意識させている。就労支援にも力を入れ, 1年次から年に数回の職

業実習や各種面接などを経験し,実践的な進路決定に向けての準備を重ねてきた。この結

果これまで 2回計 6名の卒業生すべてが企業への就労を実現しているも

高等学校の生徒のこの制度に対する評価は非常に好意的であり,毎年 3年次生を対象に

実施するアンケートでは,「障害のある生徒を身近に感じることができた」「ふれあう機会

が多く持てた」「自然に受け止めることができた」「協力ができた」「視野が広がうた」「自

分の進路 (福祉)に関係するのでよかった」などの記述が多く見られる。日常的な交流を

通して接する機会の多さが障害者理解に一定の役割を果たしていることが認められる。

(5)教育目標

研究対象校での共生推進教室生徒の教育目標は大きく3つ設定されている。①「社会性」

の育成 (大きな集団の中での協調や協力,コ ミュニケーションが必要な場面を通して交友

関係の拡大をねらう),②「自立心」の涵養 (自分の力で行動し解決を図る必要のある場

面を通して自己決定力を育てる),③「自己肯定感」の育成 (初めてのことや困難なこと

に挑戦し,その成功体験を通して「できる自分」を確認する)の 3つである。
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いずれも特別支援学校 と異なる,高等学校 という「場」の持つ特徴を活用 しているが,

これらの教育目標を実現 しているのかの検証は,本研究の基 となる問題意識はもとより,

現場での教育実践の効果,妥当性を確認するうえでも必要である。そこで次節からは具体

的な実践研究を通 して「ともに学び, ともに育つ」ことの実像を探ることに取 り組む。

2.生徒の語りをもとにした学びの場の分析

(1)本研究のリサニチクエスチョン

ー般的に障害のある生徒が分離されずに健常の生徒 と「ともに学ぶ」 という形態は"望

ましいこと"と して語 られる場合が多いが, これらはともすれば理念先行の嫌いがある。

そもそも生徒の経験は多様であることから,そ の中での生徒が何を学び,考え,得たのか

について当事者の視点から問い直すことで,「学びの場」の持つ意味の多様な側面を確認

することが可能であると考えられる。これらを背景 とした研究目的から,

高等学校の中に設置された特別支援学校分教室で学ぶ

。知的障害のある生徒が,周囲の生徒 との関係をどのように構築 していくのかし

。周囲の生徒や環境の中で, どのように自己や自らの障害を考えて位置付けていくのか。

の 2点を基本的なリサーチクエスチョンとして設定する。

(2)研究方法

本実践研究においては質的研究法による分析 と考察を行 う。これは対象 とした分教室に

在籍する生徒数から量的なデータ分析が行いにくいとぃう面もあるが,む しろある状況に

おける当事者の個別の視点に依拠 しながら,そ の場の意味を探索的に解釈 。構成 してい く

という質的研究法のめざすものと研究テーマの一致による。

具体的には,ェスノグラフィーの方法論に基づいて生徒の声のインタビューや現場の観

察によるデータを収集し,意味の解釈についてはグラウンデッド・セオリー・アプローチ

(文木クレイグヒル(2006,2008)11)la)を主体とした方法によって試みる。

(3)データの収集方法

"生徒 (当事者)の語 り"を手がか りとして研究を進めるために,主要なデータの収集方

法としてインタビュー (半構造化面接)を 中心 とした。まず第 1回のグループインタビュ

ーを試験的に実施 した。これによって,生徒が入学後の学校生活について正確な記憶をも
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とに振 り返 りをすることができること,同時に内面の言語化 とくに自分自身について語る

ことができ,自 己に対する内省や率直な評価 も十分に可能であることが確認できた。そこ

で下記の内容を軸 として半構造化面接を実施,データを収集 した。質問項目の設定にあた

つては,生徒は既述の通 り学校の中で多様な経験をしており,高等支援学校本校での学習

や就業体験など大きな影響を受けていると見 られる環境や経験 もあるが,それらすべてを

網羅的に問うことは研究の焦点を不明確にすると考えた。リサ
=チ

クエスチョンを背景に,

設置校での集団の中での生活を聞 くことを軸 として項目を表-1の ように設定 した。

表-1 インタビュー質問項目

。学校生活を振り返って (学習,行事,諸活動, 日常生活など)

。集団の中での生活 (学級,学習集団,部活動,友人関係, 自分の居場所など)

。分教室の制度について (抽出授業,高等支援学校本校での授業,各種の支援体制など)

。
卒業を目前にして (社会に出るということ,就職できたことをどう受け止めているかなど)

。自分自身の変化 (中学校,入学前後,進級,卒業など)

。療育手帳の所持をどう受け止めているか (学校生活の中での意識はどうか)

。自分自身の障害をどう受け止めているか (学校生活の中での意識はどう力つ

なお筆者は研究対象校において支援教育コーディネーターの職にあり,授業や行事への

参与観察によって,イ ンタビューを実施した生徒の学校での生活状況全般を知り得る立場

にある。したがって生徒の個別の経験 。エピソードゃ特性を考慮したインタビューを実施

することに留意した。また同時に生徒の視点や意見を検討材料とし,今後の分教室の運営

に反映させることも視野に入れた。

実際のインタビュー場面では,卒業を前にした 3年間の振 り返 りを共通の導入として開

始し,進行とともに集国との関わりのようす,分教室の制度が生徒に及ぼしたものの確認,

さらに学校生活への自己の位置付け,自 己の障害の受け止め方に言及できるように構成す

ることを基本とした。

(4)イ ンタビューの実施状況

インタビューを実施するにあたっては,事前に対象者に研究ならびに今後の教育活動の

改善に使用する旨の説明と協力の要請を行い了解を得た。逐語化のための録音についても

同時に許可を得た。

インタビューの実施状況は次の表-2の通りである。



表-2 インタビューの実施状況

対象 :2012年度卒業生 実施時期 :2013年 2月下旬
i 生徒A・ BoC3名  グループインタビュー (80分 )

3年間の振り返り,分教室の学びについて,友人関係について,働 くことについて ほか
‖ 生徒A 個別インタビュー (55分 )

自らの障害の理解,友人関係,学校生活での努力 ほか
ili 生徒B 個別インタビュー (45分 )

友人関係,学校生活,中学校との違い, 自分への気付き ほか

対象 :2013年度卒業生 実施時期 :2014年 3月 中旬
Ⅳ 生徒D 個別インタビュー (40分 )

中学校との違い 学校生活 友人関係 学校での困難 ほか
v 生徒E 個別インタビュー (45分 )

学校生活 就職 友人との関係 自分への気付き 自らの障害の位置付け ほか
宙 生徒 F 個別インタビュー (50分 )

学校生活 友人関係 学習 特別支援学校の認識 自らの障害の位置付け ほか

(5)イ ンタビュー内容の検討と以降のインタビュー内容への反映

上記の五のインタビューデータを先行で検討する中で,新たな問い (リ サーチクエスチ

ョン)が見いだされた。そこで以降のインタビューにはそれらを可能な限り組み込んだ
`

この手続きは,イ ンタビューの対象があらかじめ限定されている本研究において厳密な意

味においての「理論的サンプリング」そのものとはいえないが,得られるデータ内容の深

化の点で重視 した。

3.分析の方法

本研究では,グラウンデッド。セオリー・アプローチの方法に準じてデータの収集から

分析,仮説の生成までを試みる。一般的な分析過程は下図の過程を経ることになる。

①データの収集 :逐語化

↓

②データの内容把握

↓

③データの切片化 (分割)と コード化

↓

④カテゴリーの生成

↓

⑤カテゴリー間の関連の検討

↓   :プ ロセス関連図の作成

⑥仮説の生成

データ

↓
(ラ ベル) :デ ータの概念

*プロパティ

:分析者の視点

★ディメンション

:データの位置付け

《サブカテゴリー》

↓ |:ラベルの抽象化

図-1 本研究での分析過程 (文木クレイグヒル(2008)よ り作成)
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4.分析の例

作業過程 と分析の一部を, 1名の生徒のインタビューデータ (発言例)を使って例示す

る。括弧の種類は図 1の ラベル,サブカテゴリー,カ テゴリーにそれぞれ対応 している。

なお最終的に抽出したカテゴリー,サブカテゴリー,ラ ベルを発言例に埋め込む形で表示

した。このため,実際の作業 と分析過程をそのまま表してはいない。

発言例 :0まあ,ぶっちゃけってれ 率直に言え成 元々はそ立ヒ主ラ環身じゃないところ 6と 特男J雄学

腱以

"に
行きたかったから〔支援学校には行きたくない〕

0でも高校 ぐらいは,その,まあ,ねえ,やっばり,俺やったら,まあ立派に頑張れ るやろつてい

う意味も込めて、 普通校に行 ぐかという話になったから,それでもう行 ぐわらていう話になって

ん。〔普通の学校に行きたい〕〔支援者の方向付け〕

→特別支援学校 と対置 した形で"普通の高校
‖
を位置付けている。学校の選択には支 援

者の方向付けがある ("頑張れ る"と いう期待 )。 →《『普通の学校』の希求》《自己の評価と他 者

の評価のずれ》⇒ 【『普通の学校』の希求】

発言例 :0時にはそら,ん―何れ え―もうちょい三生璽星Pて人もあれば 〔評価が辛い〕

0これは評価高すぎるわ。俺7L‐やったら,いや一般としてみてはしいねんから, もうちょぃ低ぐて

堂上蟄二重立′ていうのもあるから〔評価が甘い〕〔「一般とみてほしい」〕

→ とりわけ能力の評価を受ける場面において,自 己に障害があると位置付けるか,ない

と位置付けるかで自分自身の評価の受け止め方が変わる。一貫はしない。

発言例 :0何かね,ぼんまに柔らかからた。〔柔らかい対応〕

0高校入ったら堅いんかなと思ったら,みんなとしゃべれたし声かけてぐれるし遊びも連れてぐれ

るとか―夕ん―あったから,何れ お,すんなり,入ったな 〔周囲の声かけ〕〔周囲からの誘い〕

→《直接的な支え》

→本人の当初の予想 とは違い,実際には周囲の対応は自然であ り,関係構築の初期段階

はスムーズであったことへの意外性。非常に不安であ り身構えていたことがうかがえる。

,  0(本 賛)行ってることは知ってるから。向こう行っておまえ何やってんのんみたいな (Qr何ゃ

つてる

'清
掃と,販売と,え―と福をです―,みたいな言ったらめっちゃ笑うん。何でそんなんや

んの?〔関心を持たれる〕清掃とかは,あの廊下掃除とかしてる。そんなんやんの:すごいな―,

みたいれ 〔学習内容への評価〕

0**明日,考えなアカンな

`注

学級ゃ部活動などで相談すること,と かいうときも,その次の
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日が クト」妙 やったりすると,"日俺 観 ミかなあかんわつ―ζ 何でおまえ, もうええやん

それ体めって∵ 〔理解を踏まえた関わり〕

→周囲と違う動き (本校への登校)に対して,一定の関心を持つてもらえるだけでなく,

その内容に対しても肯定的な評価を得 られる。自分の状況を臆せず伝えたり冗談を交え

たや りとりが可能であった りするのは,周囲の生徒に理解があることを背景 としている。

⇒ 《間接的な支え》⇒ 【周囲の支え】

発言例 :0も うまあ3年生とか牢 後半になってぐらいはやっぱり,まあ△△ (ユ 分教室の愛わ って

見られよう力らまあ障害者の人でもこんだけ頑張っζ みんなと頑張っζ すんねんっζ こう,

ん、 関わっていってますよっていう,いい月本なったらいいなってそれれ そ処 本が俺やった

らいいかなって思ったから,積極的に3年生なってからも一杯やるし行事ごともやりたいやクたい

やクたいっていうような 〔努力の「遠い」目的〕

0障害者でもそんだ銑 何やろね自分のこと出せζ みんなとフレンドリーに付き合えますよって

いう,〔障害者の肯定的イメージ〕そういう,やっじ 悪い印象しか持ってへんやん障害者ってた

ら変な人っていう,〔障害者の一般的イメージ〕

0申には俺みたいな人もいるから, これからそういう人と出会ったら,俺みたいにこう仲良ぐ接し

たってっていうょうなそういう,なんて言うの高校二 そうレ主立の如っとけば これから社会出た

ときちゃうわけやん。〔努力の「遠い」目的〕

0だからそれの,なんて言うのあの,いい見本に,自分はなれたらっていうふうな,思いもまあ,

あったかな。〔自己の位置付け〕

→集団に所属するために行 う努力の目的が変化 している。早い時期に多 くみられた集団

に自己を位置付けるための具体的な努力 〔努力の「近い」目的〕を超え,周囲を変化させ る

ための働 きかけに変化させている。⇒ 《目的の明確な努力》

→障害者観についての言及がある。自分が障害者であることを前提 としてとしての行動

と意味づけ:周囲に肯定的な障害者観を持ってもらうためへの努力をしているとの解釈。

⇒ 《目的の明確な努力》⇒ 【集団に所属するための努力】

発言例 :0ゃっばり障害者,自分が障害者っていう,意識はすごい高かった。〔障害者としての意調

0でも俺自身は俺もぼんまZc‐何でかな―ていうれ なんかすごレカ疑聞で―,正直勉強できるできな

いなんてそんなもれ イヽさいときからやってるかやってないかの園題やん。〔勉強ができない理由〕

0そ ういうの (と 療育手娠)を持たぎるを得なぐなったっていうのは,まあ,今解釈のそのしか

た札 手帳なんで持ったか言うたら,そ ういう持たないといけないとか狩たぎるを得ない環境だっ
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たから,それ,ま持たなあかんかったんtよ うな,言い方銭 されてる。〔手帳所持の理由〕〔障害

の解釈〕(Q『 う―ん,誰から2,00さん θ穂駐り から (QroOさんから。,うん,それ

患光襲販売渡怠力味ゑλ襲ゑ%Q蝕ガ襲敗免aが発aO鍵僕が笹:下線部′ま支援者の言勤

`Qr
自分自身でもそう?,ラ ーん,時々自分できないこともあれこ それ銃 まあ人に,人として当然

かなあ,っ ていう月にとらえてるから。〔できないことの理由〕

0それ力ら できないからじゃあこの子は障害なんかなっていう,_そ ういうとらえ方を俺はしたぐも

ないし―,相手にも絶対されたくないから―。〔できないことと障害の関係〕〔自己の評価のされ方〕

→自身が障害者であるという意識:そ の理由についての言及 と解釈がある。

→支援者,保護者など本人を支える立場の人の影響は受けるものの,そ こに自身の経験

を通 した解釈をみることが可能。→ここでの解釈 と理解が 【集団に所属するための努力】で

の一連の発言,行動に関わつていると考えられないか。⇒ 【自己の『障害』の理解】

発言例 :Э結果がこう,動解 で抜けさせられる夕,何力ゝ終わクの会で集まるわ,で、 また養護学校行

くわってなっζ すごい1年ときはめっちゃいややった。ついブープーいってたし〔当初のイメ=
ジとの違い〕⇒《『分教室』という制度へのとまどい》

0物 入学じζ あいさつしたとき銭 特男1扱い|ま絶対してほしくないっていう。〔特別扱いの

拒否〕言ったそこから,サポートつけられたりしたから。何でやねん,テストもちゃうやん銑 っ

ていう〔不要な支援〕⇒《意に沿わない対応》《周囲の配慮の受け止め方》

→高校に対して持っていたイメニジ,自身の“こうありたい"と いう願い (周囲と同じ処

遇)に対し,学校の側が「制度」であると支援の名で一律の対応を行うた。それを本人

は意に沿わない対応 と感じる。=分教室制度の理解不足あるいは「ずれ」の存在。

→配慮をする側の意図が必ずしもそのまま受け止められているわけではない。 ,

⇒結果 として,【学校に"障害のある生徒"であるとされる】

5.考察

作業の結果,最終的に 9カ テゴリーが得 られた。また,各カテゴリー間の関連を図-2

のようにまとめ,内容 と相互の関連を示 した。追補表-2に はデータからラベル,サ ブカ

テゴリー,カ テゴリーヘの統合過程の例を示す。図-2の作成にあたつては,各カテゴリ

ーを構成するデータに再度戻ったうえでその発言の示す状況や文脈を考慮 し,背景として

認められるものを先後関係 として矢印で表現 した。概ね入学前後を始まりとする時系列に

沿っているが,必ずしもそうでない場合もある。以下各カテゴリーについて考察する。
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①「普通の学校」の希求

③集団所属への努力

③自己の障害の理解

⑥周囲の支え

図-2 カテゴリー関連図

実線 :ほ ぼすべての生徒に共通する関連 破線 :特定の生徒に見られる関連

矢印の方向は,そ の概念を構成する発言の背景にあると考えられる他の概念 との先後関係を示す。

①"普通の学校"の希求

この"普通の学校"と いうあいまいさを含む概念には,"高等学校"と 同時に"特別支援学

校ではない学校"と いう意味も含まれる。分教室への進路選択にあたっては,制度や教育

課程を検討したことは確かだが,生徒本人は必ずしも自覚的に考えていたわけではなく,

むしろ進路選択への支援者 (保護者及び中学校教員)の意向や意見がかなり影響している。

しかし学校の雰囲気や通学の便にとどまらず,行事や部活動への参加に代表される高等

学校という場に積極的な意義を求める意味の発言がすべての生徒から得られたように,'単

純に特別支援学校高等部を否定的にとらえているのではない。高等学校と特別支援学校高

等部を対置 。比較して考え進路の選択に反映した生徒は;そ の時点での自分の障害に対す

「
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‥
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ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ
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ｌ
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⑨学校に"障害のある生徒"

であるとされる
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る何らかの認識と説明を持っていた。

②中学校との違い (か ぎ括弧内斜体字は関係するインタビューでの生徒の発言 以下同じ)

学校の環境が大きく変化しているために,比較の基準が不明確で個人による意味づけも

さまざまだが,「小学校申学校 と比べて一番よかった」といった趣旨の発言が多かった。

また「週ごしやすい」「あれこれかまわれないのが自分には楽だった」のような,それま

での経験を参照しながら改めて振 り返ることで得られる感想もある。学校生活の中では常

時意識されてはいないが, 自身の成長や変化を示す概念と考える。

また学習のしかたが「それほど変わったと思わない」という生徒もいたが, これは通常

学級と特別支援学級双方で学習した中学校との類似を示唆している。

③集団に所属するための努力

すべての生徒がさまざまな方法で何らかの集団に所属するための努力を行っていた。そ

れを行った時期は入学後すく
゛
の話しかける,働きかけに応じることに始まり,さ らに部活

動への参加,行事への積極的な参画や個人的に親密な交友関係の形成まで,多 くが学校行

事などのイベントを行動を起こす転機と位置付けている。また学年が上がると「次の,今

度の体静 は必ず応援団やってみよう」という発言のように,一度経験済みのイベントを

あらかじめチャンスと位置付けることもできるようになっている。

一方であまりそうした努力をしなかった生徒の「一人で座っていて,みんなの様子を見

てるだけでいい。楽 しいですb」 という発言もある。とりわけ能動的な努力をせずとも居

場所があり,疎外感を抱いていないこの例は,学級の中で共存の成立を示しているとも考

えられる。当然ながら努力の位置付けには個人による差が存在する。

④積極的な行動

集団に所属するためにはさまざまなアプローチがとられていたが,集団に所属するため

の努力は多くの場合に誘いを受けて受け身でというよりも自発的,積極的な行動にそのま

まつながっている。大きなイベントである体育祭の種目,応援団活動,文化祭の役割やキ

ャストなどはほとんどが自由意志での参加である。意志が表面化するためには「(同 じ分

教室の)00カド出ていたから出ようと思った」のような身近な存在からの影響も大きい。

結果として積極的に行動できなかった場合でも,できなかったという意味での「がんば

つて話 しかけようとしたけとヽ 難 しかつた」,振 り返 りとしての「もっと,自分からやっ

ておけ′動 という発言が示すのは,積極的な行動が新たな局面につながるという意識の反

映であると思われる。
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⑤居場所の確保

意識的に自身の努力によって居場所をつくるだけでなく,自然と居場所があった (で き

ていた)と いう意味の発言もみられた。ふとした仕草が周囲の目に留まったこときっかけ

として人気者となったエピソードを持つ生徒は「おもしろい庸 りでいつも楽しませてた」

と発言した。これは,疎外 。干渉されないことによる安心できる状況が④の積極的な行動

をとることを促進していると例といえる。つまり"自 己の能力を表現できる環境"と 言い換

えることが可能であり,③の自己の障害の理解の背景となっていると考えられる。

⑥周囲の支え

ここでは何か働きかけを受けるといった具体的な支援はもちろん,先に示した疎外 0干

渉されない状況,いわば"放っておかれること"も 含む幅広い概念である。したがつて何を

支えと受け止めるかには個人による差が当然ながら存在する。いわゆる"安心感"と して把

握されるものとも類似するが,周囲の人との関係の観点からこの概念名を付した。

⑦後押し

周囲の支えとは別に,と くに教師が生徒に対して集団や行事への参加を促す (押 し出す)

「先生が一言やってみたらといったから」のような"き っかけ夕を与える働きかけを示す。

③自己の障害の理解

教育活動の中では,障害者支援諸制度の利用を学ぶ以外には自身の障害を改めて考える

機会は設けていない。インタビューで自己の障害の受け止め方を質問した際の「わからな

い (注,質問の趣旨そのものが)」 「それは,あ まり考えたことない。そう言われているけ

とヽ といつた発言が示すように,こ の概念は直接的な言語化をしにくい状況であったため,

少し観点を変えて"周囲からの自分の見られ方","評価のされ方"を手がかりに自己のとら

え方を確認した。概ね共通するのは「自分は自分, こんなもん」「できることもあるし,

できないものもある」「(周 囲と比べて)できないのは,それカド当たり前と思う」という意

味の発言が示す,他者比較を軸にした相対的な自己評価をとらないことである。学校生活

の中でその理由を検討すると,前提として分教室生徒の指導・評価の方法が学業成績によ

る一元的な評価ではないこと,選択授業に代表される活動場面の多様さ,すなわち場面に

よつてさまざまな観点で評価を受けることで他者との比較の意味を変えていることが背景

にあると考えられる。一方で分教室生徒だからという留保のある評価を拒否する発言もみ

られる。授業や行事での参与観察では,取 り組みがむしろ周囲より真摯なことが認められ

たが,そ の結果,内容によっては同等もしくはそれ以上の成果を上げ,高い評価を得る機
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会があることも関係する。このように,確固とした自己の障害の理解が形成されていると

はいえないものの,能力を発揮できる状況や環境を背景 としながら,少なくとも自己の能

力に対する自己評価 と,他者からの評価をどう受け止めているかについての説明ができる

ようになっている。

⑨学校に"障害のある生徒"であるとされる

生徒は分教室制度に基づ く指導や支援を実施 している中で学校生活をしている。この"

前提のある配慮"は,⑦の後押しとは異なり具体的な条件整備としての性格を持つ。受け

止め方にはこれにも個人差が大きく存在し,必要度の違いだけでなく,効果のある場合ま

たは不必要と受け取られる場合あるいは阻害する場合などのさまざまな影響を生徒に与え

ている。例えば「騒別の勉強はよぐわかった」のような肯定的なものから,「共生 紛 教

室

'だ
からっていう見方をされてる」「やりたかったのにできないこともあった (注,選

択したい科目が本校の通学日に重なり取れなかった)」 という否定的なものまで幅広い発

言がみられた。生徒が制度そのものに対して理解不足という見方も可能だが,む しろここ

での課題は,分教室生徒だからという留保のもとで重点的に支援するという学校及び教員

の意識,すなわち前提そのものに存在する。他の生徒であれば同じ支援をするか,そ もそ

も「個」への支援に必要な前提とは何かという問いが生徒の声より浮かび上がってきた。

ここから,障害がある前提に基づく配慮と生徒の受け止め方とのずれを包括してこのよう

な概念名を付した。生徒の側から提起される重要な視点であると考えられる。

6:ま とめ

以上をまとめ,次のモデルを提示する。「普通の学校」を希求して分教室に入学した生

徒は,中学校 との環境や制度の違いにとまどいながらも初期の意識を背景にしながら,規

模の大きな集団への所属やそこでの活動への参加に対してさまざまな方法で努力を行う。

話しかけることから始まり,未知の経験分野に思い切って挑戦するなどの幅広い積極的な

行動の結果,集団内に居場所の形成がなされる。安定した学校生活の基盤の確保は次の積

極的な行動につながる。一方で居場所は積極的な行動を意識的にとらなくても確保される

場合があり,周囲が疎外しないだけの一見消極的な関わり方も生徒には支えとなりうる。

これらのプロセスは周囲の生徒 との関係の中で進行し,能力の違いや意思伝達の困難さな

どのさまざまな厳しい状況と課題に直面しつつも,そ こでの活動の評価とりわけ認められ

る経験を通して自身の能力に対する説明可能な自己評価を構築していくと考えられる。分
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教室生徒であるという前提 と留保がある教員の支援体制は,後押 しなどの肯定的影響だけ

でなく生徒の自己意識 と拮抗するような否定的な影響を与える場面も存在するが,多様な

経験 と日常的な集団との交流が可能な高等学校内分教室は,「 自己を探索的に知ってい く

ことができる環境」 として形成されていることが示唆される。このモデルから得 られる場

の形成のあり方で重要なのは,"能力を発揮できる状況や環境"と "多様な観点から評価を

受けられること"が「場」の役割 として学校の中に構築されることであると思われる。

最後に,本研究でインタビューによって生徒自身の学校生活の振 り返 りをテーマに実施

したことで,「就職できてよかった」「楽しい学校生活だつた」 という包括的な感想にとど

まらず,生活や出来事,他者 との関係の自身にとってのそれぞれの意味と,入学時との比

較においての成長を生徒が再確認,再構築することに寄与できたと考えている。

Ⅲ 課題と展望

課題 として次の点を挙げる。分教室 という特殊性のある「場」 と状況をテーマとしたた

め,得 られたプロセスの特徴はそのまま一般化できない。フィール ドを広げて,異なる「場」

すなわち特別支援学校本校あるいは高等学校そのもので学ぶ障害のある生徒がどのように

自己への認識を構築するのかについての研究 との比較がまず必要である。 したがって今回

検討した状況が,浜谷のいうどの場面に相当するのか,イ ンクルージョンの成否について

はあえて言及 しなかった。同様に既存の知見 との対応について十分な比較 と検討が実施で

きておらず,分析が精緻でないことも大きな課題である。本研究では学校生活全体の中で

包括的なIE握をまず行おうとした。例えばその中のとくに集団参加の努力の過程に限定 し

て「正統的周辺参加理論」に基づ く視点で分析すること,あ るいはキャリア発達などに軸

足を置いての分析 とモデル化を行うなど,特定の内容に焦点化 しての研究が求められる。

また場を共にして「ともに学ぶ」もう一方の主体である高等学校の生徒が,障害のある

生徒及び分教室の制度をどのように受け止めているのか,さ らに障害のある生徒 との関わ

りを通 してどのような変容があるのかについては新たな研究課題 となっている。

研究手法についての課題としては,質的研究法に関わるさまざまな問題点を理解しなが

らも,前述の通り当事者の個別の視点に依拠しながらその場の意味を探索的に解釈・構成

していくという質的研究法のめざすものに期待して採用した。しかし技法の習得が十分で

はなく信頼性の高い分析になっているのか,同時に日常の実践の現場を研究対象にしたた

めに,分析者・研究者としての立場と実践者としての立場について常に意識的であること
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が求められたが,それを反映した妥当性の高い分析になっているかにも不安が残る。

展望 として特別支援学校分教室の可能性について述べる。知的障害のある生徒の後期中

等教育は分離からインクルージョンヘの過渡期にあり,さ まざまな模索の中の一つが分教

室 という形態であると考えられる。ここで想起されるのが学校教育法第 81条の「特別支

援学級」を高等学校に設置する議論である。本研究でみたように,中学校特別支援学級 と

の形態の類似性=可能性 と位置付けることが可能で,設備や人的配置などの条件さえ整え

ば大きな問題なく展開できそうに思われる。残る問題は高等学校教員の意識であるが, こ

れは障害のある生徒の増加 とともに,支援への理解が深まる方向で変化するであろう。む

しろ教員よりも生徒が自然な関係を形成できるのは, これまでの小中学校でのインクルー

シブをめざす取 り組みによるものが大きい。こうした学校内部での多様性の確保を前提 と

したうえで後期中等教育の担 うべき役割は,障害の有無に拘わらず「自己についての認識

を探索的に構築できる,深めることのできる環境」の提供ではないかと指摘 したい。

引用文献
1)浜谷直人 (編著)2009『 発達障害児・気になる子の巡回相談―すべての子 どもが「参加」する保育ヘー』

ミネルヴァ書房
二文字理明 。近藤久史 1997「 スウェーデンの障害児教育」 『世界の特殊教育の新動向』
社団法人日本精神薄弱者福祉連盟

二文字理明 2009「 1990年代のスウェーデンにおけるインクルーシブ教育の状況」
大阪教育大学紀要 第Ⅳ部門 58(1)

鈴木文治 2010『」F除する学校―特別支援学校の児童生徒の急増が意味するもの一』 明石書店
冨永光昭 。平賀健太郎 2007「高等学校における養護学校の分校。分教室設置による位置的統合に関する
研究―全国47都道府県教育委員会への質問紙調査を通して一」 大阪教育大学障害児教育研究紀要 30
吉岡徹・冨永光昭 2011「高等学校における特別支援学校分校 。分教室等設置に関する研究 :全国都道府
県教育委員会調査を通して」 大阪教育大学紀要 第Ⅳ部門 60(1)

7)柳本雄次 2014「特別支援学校の分校・分教室等設置に関する全国的な取 り組みの状況 特別支援学校分校
。分教室の現状と展望(2)」 日本特殊教育学会自主シンポジウム32高知大学

8)前掲 6)

9)大阪府教育委員会 2009『 自立支援推進校 。共生推進校 3年間の取組みと今後の方向性』
10)大阪府教育委員会 2012『府立高等学校の将来像検討報告書 参考資料_改訂版』
H)文木クレイグヒル滋子 2006『質的研究方法ゼミナール増補版一グラウンデッドセオリーアプローチを

学ぶ一』 医学書院
12)文木クレイグヒル滋子 2008『 グラウンデッド・セオリー・アプロニチー理論を生み出すまで一』 新曜社

参考文献
・ベンクト=ニ ィリエ(著 )河東田博(訳)2004『ノーマライゼーションの原理―普遍化と社会変革を求めて』

現代書館
。原理代 。小方朋子 2007「高等学校における特別支援教育に対する理解―高等学校教員に対するアンケー

ト調査の分析を中心に一」 香川大学教育実践総合研究 14
。宮前理・半澤万里 20H 「高等学校における特別支援教育に対する教員の意識 と関心について」

宮城教育大学紀要 46
・堀家由妃代 2002「小学校における統合教育実践のエスノグラフィー」東京大学大学院教育学研究科紀要42
・古山萌衣 20H 「わが国の障害児教育におけるパラダイム変化 とその課題」

名古屋市立大学大学院人間文化研究科人間文化研究14
・八幡ゆか り 2006「障害児教育における実践課題 と歴史的背景」 1鳥門教育大学研究紀要 21
・八幡ゆか り 2012「 わが国におけるインクル‐シブ教育の在 り方一統合教育の歴史的背景を踏まえて一」

鳴門教育大学研究紀要 27

2)

3)

4)

5)

6)

- 21



國  表‐1 都道府県別特別支援学校分校・分教室数

____    
立型分校・

↑
教室

  特別壁糎軍雇2峯置

通常学校に設置

括 all内 は言筆学持 の設 置数

`閃

粉

児童福祉施設に設置

2(1)            6
青森県

秋田県

茨城県

栃木県

埼玉県

神奈り|1県           3

山梨県             1
長野県 9(3)

旦 山県

石川県

静岡県 12(10〕

大阪府           2
2rl)

奈良県

和歌山県

鳥取県

広島県

山口県

徳島県    _ 1(1)           1
香川県

高知県     _ 2(1)             4
福岡県

佐賀県

長崎県              2 7(5)

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県  _ 4r4ヽ

113イ76)

柳本(2014)7)ょ り作成

(元データは全国特別支援学校校長会 「全国特別支援学校実態調査2013・ 2014」 )

注 1)高等学校 と併設された特別支援学校本校
2)注 1の数 3を含む
3)高等学校に分教室を設置する本校は3,分教室数の合計は 6である
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データ フ^リレ サブカテゴリー カテゴリー

俺とかやったら絶対飛び込み参

加, じゃ行 くで―とかいって

〔自分から飛び込む〕

*目 的―★無限定
《関係を作る努力》

【集団所属への

努力】

自分は障害やけど絶対,誰か,

友だちを作って味方に付けなあ

かんちていうのを考えて, まあ

そういう意味ではすっごい努力

した。 3年間ほんまに。

〔自分の味方を作る〕

*時期一★振り返りで

*意味二★ (後付け?)

《努力の意味づけ》

2年からは,俺が積極的に,お
まえもうハブんなよ入れろやみ

たいな感じでいって

無理矢理入って,入ってたから

〔積極的に入つていく

*目 的―★明確

*時期―★当時

《目的の明確な努力》

連絡せんと俺が今度は,無理矢

理,え―集まんのよっしゃ行 く

わ―, とかいって,いかにも俺

がこう,そ の,軍団に,入る前

提で,行つたりとか繰 り返して

たから,それでよく話しだして,

次からは誘ってもらえるように

なったという

〔積極的に動いた結果〕

*結果―★成果あり

*目 的―★やや明確

*時期一★当時

友だちが広 くなったんはまず一

つの成功やろし,成功ともなっ

てんねんまあいっぱい,こ う顔

が広 くなったってこと。

たぶん俺を知うてるやつは絶対

何人もおるし

〔交流関係が広がる〕

*結果―★成果あり

*影響―★継続

《努力のよい結果》
去年の 12月のあの―,ピ ンで

出た,あの一修学旅行ででて,

ピンで,あの,お笑いな。

そつから,大分何か,ん―みん

な仲良くなったかな,ていう。

声かけてくれるし,お まえオモ

ロいな―,みたいな感じでそっ

からこうどんどん,広がってい

つたから,

〔周囲の見方が

変化する〕

*結果―★成果あり

*影響―☆継続

団 表-2 データーラベルーサブカテゴリーーカテゴリーの対応の例

注)上記表中の*はプロパティ,★はディメンションを表す。
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